


項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品（平成 26 年厚生労働

省告示第 255 号）第１号中から「オキシメタゾリン・クロルフェニラミン(鼻炎によ

る鼻水又はくしゃみの症状を緩和することを目的とするものに限る。)」を削除する。 

  



（別記） 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

公益社団法人 日本薬剤師会 

日本製薬団体連合会 

日本一般用医薬品連合会 

日本 OTC 医薬品協会 

一般社団法人 日本臨床検査薬協会 

一般社団法人 日本置き薬協会 

一般社団法人 全国配置薬協会 

一般社団法人 日本配置販売業協会 

公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会 

日本チェーンドラッグストア協会 

日本家庭薬協会 

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 

一般社団法人 日本医薬品登録販売者会 

日本漢方生薬製剤協会 

日本医薬品直販メーカー協議会 

 


